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会
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教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程(

昭
和
三
十
七
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
一
項
中

｢

一
月｣

の
下
に

｢
(

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
四
年

三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

第
二
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
二
週
間
、
同
条
例
第
三

条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
し
て
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
日)

｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中

｢
(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号)

｣

を
削
る
。

第
二
号
様
式
の
二
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

｣

を｢

｣
に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
中

｢請
求
(｣

の
次
に

｢再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
期
の
更
新
又

は
任
期
満
了
後
に
引
き
続
く
採
用
に
伴
う
再
度
の
育
児
休
業
及
び
｣

を
加
え
、
同
注
中
５
を
７
と
し
、

４
を
６
と
し
、
３
を
５
と
し
、
２
の
次
に
３
及
び
４
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
が
任
期
の
更
新
又
は
任
期
満
了
後
に
引
き
続
く
採
用
に
伴
う

再
度
の
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
､
請
求
期
間
欄
及
び
既
に
育
児
休
業
を
し
た

期
間
欄
に
記
入
す
れ
ば
足
り
る
｡
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□
育
児
休
業
の
承
認

□
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長

□
育
児
休
業
の
承
認

□
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長

(再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
１
歳
６
か
月
ま
で
の
子
の
育
児
休
業
が

必
要
な
事
情
)

５
備

考

６
備

考

５
配

偶
者
育
児
休
業
の
期
間

氏
名

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で



� �
４
配
偶
者
欄
に
は
､
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
が
１
歳
２
か
月
ま
で
の
子
の
育
児
休
業
又

は
１
歳
６
か
月
ま
で
の
子
の
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
記
入
す
る
こ
と
｡

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十

二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

文
書
の
取
扱
い
の
原
則)

第
一
条
の
三

職
員
は
、
処
理
に
係
る
事
案
に
つ
い
て
、
経
緯
も
含
め
た
意
思
決
定
に
至
る
過
程
並

び
に
事
務
及
び
事
業
の
実
績
を
合
理
的
に
跡
付
け
、
又
は
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の

事
案
が
軽
微
な
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
文
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

職
員
は
、
事
務
が
円
滑
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
文
書
を
正
確
か
つ
迅
速
に
取
り
扱
い
、

常
に
そ
の
処
理
経
過
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
事
務
委
任
規
程

(

昭
和
四
十
八
年
九
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲

第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
中

｢

支
出
負
担
行
為｣

の
下
に

｢
(

東
青
教
育
事
務
所
長
に
あ
っ
て
は
、
青
森
県

財
務
規
則
第
二
百
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
集
中
調
達
物
品
の
購
入

(

交
換
の
方
法
に
よ
る
取

得
を
含
む
。)

に
係
る
も
の
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
専
決
代
決
規
程(

昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
職
員
福
利
課
の
項
教
育
次
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と

し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
一

号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

叙
位
叙
勲

(

生
存
者
叙
勲
を
除
く
。)

の
上
申
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青

森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
号
中

｢

第
七
条
ま
で
、｣

の
下
に

｢

第
七
条
の
二
(

第
二
項
を
除
く
。)

、｣

を

加
え
る
。

別
表
の
特
別
休
暇
の
項
中

｢

｢

を

に
、

｣

｣

｢

災
害
時
に
お
い
て｣

を

｢

災
害
又
は
交
通
機
関
の
事
故
等
に
際
し
て｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
に

よ
り
職
員
の
現
住
居
が
滅
失
し
、
又
は

損
壊
し
た
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
に

よ
り
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
場
合
に
与
え

ら
れ
る
休
暇

一

職
員
の
現
住
居
が
滅
失
し
、
又
は

損
壊
し
た
場
合
で
、
当
該
職
員
が
そ

の
復
旧
作
業
等
を
行
い
、
又
は
一
時

的
に
避
難
し
て
い
る
と
き
。

二

職
員
及
び
当
該
職
員
と
同
一
の
世

帯
に
属
す
る
者
の
生
活
に
必
要
な
水
、

食
料
等
が
著
し
く
不
足
し
て
い
る
場

合
で
、
当
該
職
員
以
外
に
は
そ
れ
ら

の
確
保
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


